
健障サ 第 974 号  
令和 2 年 5 月 7 日  

事業所 各位 
横浜市健康福祉局障害施設サービス課  

 
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた 

障害福祉サービス事業所の運営等にかかる留意点について（事務連絡）（その２）【通所系サービス】 

 
日頃から、本市の障害福祉行政に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の対応につきましては、各施設で感染拡大防止の取組にご尽力いただ

いているところですが、今なお感染拡大は衰えず、感染者数の増加が続いている状況にあります。 

本市では、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた障害福祉サービス事業所の運

営等にかかる留意点について（事務連絡）【通所系サービス】」（令和 2年 4月 17日付健障サ第 470号）

により、報酬算定上の留意点等についてお示ししたところです。 

 このたび、国から「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時

的な取扱いについて（第５報）（令和 2年 4月 28日付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課）」が発出されました。 

この内容に基づき、加算の算定についてその取り扱いの一部を変更することとします。 

なお、国や神奈川県から示される方針の変更等により、本通知の内容について変更する可能性があり

ますことをあらかじめ御了承ください。 

 

１ 適用期間 

    令和 2 年 4 月 7 日から令和 2 年 5 月 31 日まで 
  ※ 「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針（令和 2 年 4 月 7 日制定（令和 2 年 5

月 5 日改定） 新型コロナウイルス感染症神奈川県対策）」の措置を実施する期間と同様です。 
 

２ 対象サービス 

生活介護、就労移行支援、就労継続支援Ａ・Ｂ型、自立訓練（宿泊型も含む）、医療型特定短期

入所（宿泊を伴わない） 

    

３ 取り扱いを変更する加算 

以下の加算について算定を可能とすることとします。 

 (1) 重度障害者支援加算（※入所施設支援以外） 

 (2) 医療連携体制加算（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ） 

 (3) 食事提供体制加算 

 （※別紙１、３を参照、別紙２で変更点はありません。） 

 

裏面あり 



４ 問合せ先 

  新型コロナウイルスに関する通知についてのお問い合わせを多数いただいており、電話での対応

が困難となっている状況から、本通知の内容については、電子メールにて下記アドレス宛にお問い合

わせください。現下の状況を踏まえ、皆様の御理解御協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 【メールアドレス】kf-syosabicorona@city.yokohama.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部署】 
＜通所系サービス・入所施設等＞ 
健康福祉局障害施設サービス課施設等運営支援係  
 
＜障害者地域活動ホーム（法人地活・機能強化）＞  
＜多機能型拠点＞ 
＜医療型特定短期入所＞ 
健康福祉局障害施設サービス課地域施設支援係  
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別紙１　在宅利用者への支援に係る加算算定表

＜記号の意味＞

◎：本市に加算要件を満たしていることを体制届で届出ている場合は、原則、算定可とします。

○：加算要件を満たせば原則算定可　　×：原則算定不可

生活介護
自立訓練
機能訓練

自立訓練
生活訓練

自立訓練
宿泊型

就労移行
支援

就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

人員配置体制加算 (Ⅰ) 1.7：1 ◎

　　　　　　〃　　　　　(Ⅱ) 2.0：1 ◎

　　　　　　〃　　　　　(Ⅲ) 2.5：1 ◎

福祉専門職員配置等加算 Ⅰ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

　　　　　　〃 Ⅱ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

　　　　　　〃 Ⅲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

常勤看護職員等配置加算 Ⅰ ◎

Ⅱ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

訪問支援特別加算 (1)１時間未満 × × × ×

(2)１時間以上 × × × ×

× × × × × ×

重度障害者支援加算 (一)体制を整えた場合 ◎

※入所施設支援以外 (二)支援を行った場合 ○

算定開始90日以内 ○

リハビリテーション加算 Ⅰ ○ ○

Ⅱ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

食事提供体制加算 Ⅰ ○ ○

※生活訓練・宿泊型自立訓練 Ⅱ ○

延長支援加算 (1)１時間未満 ×

(2)１時間以上 ×

送迎加算 Ⅰ × × × × × ×

　　　　　　〃 Ⅱ × × × × × ×

　 ×

Ⅰ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域生活支援拠点の場合 ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ◎ ◎

Ⅰ ◎ ◎

Ⅱ ◎ ◎

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

入院時支援特別加算 (1)入院期間が3日以上7日未満 ○

※宿泊型自立訓練 (2)入院期間が7日以上 ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

医療連携体制加算 Ⅰ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅳ ○ ○ ○ ○ ○

○

短期滞在加算 Ⅰ ○

Ⅱ ○

Ⅰ ○ ○

Ⅱ ○ ○

◎

看護職員配置加算（Ⅱ） ◎

○

×

○

帰宅時支援加算 (1)外泊期間が3日以上7日未満 ×

(2)外泊期間が７日以上 ×

○

×

○

○

夜間支援等体制加算 Ⅰ ◎

Ⅱ ◎

Ⅲ ◎

◎

Ⅰ ○

Ⅱ ×

×

× × ×

重度者支援体制加算 Ⅰ ◎ ◎

Ⅱ ◎ ◎

◎

× ×

◎

※　この算定表は通知日時点での取扱いです。今後、国や県からの通知によって取扱いが変わる可能性があります。

目標工賃達成指導員配置加算

日中支援加算

賃金向上達成指導員配置加算

就労支援関係研修修了加算

施設外就労加算

社会生活支援特別加算

通勤訓練加算

在宅時生活支援サービス加算

地域移行加算

地域移行支援体制強化加算

個別計画訓練支援加算

精神障害者地域移行特別加算

長期入院時支援特別加算

長期帰宅時支援加算

通勤者生活支援加算

精神障害者退院支援施設加
算

地域生活移行個別支援特別加算　※宿泊型自立訓練

強度行動障害者地域移行特別加算

移行準備支援体制加算

看護職員配置加算（Ⅰ）

食事提供体制加算　※生活訓練・宿泊型自立訓練以外

利用者負担上限額管理加算

福祉・介護職員処遇改善特別加算

福祉・介護職員処遇改善加算

※重度送迎加算（１４単位）の有無

障害福祉サービスの体験利用
支援加算

就労移行支援体制加算　※就労継続A・B型以外

就労移行支援体制加算
※就労継続支援A・B型

令和２年５月7日時点

欠席時対応加算

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

初期加算



別紙３ 令和２年5月７日時点

＜記号の意味＞
◎：要件を満たしていることを横浜市に体制届で届出ている場合は、原則算定可とします。
○：要件を満たせば原則算定可
×：原則算定不可

◎ ◎ ※単独型事業所

○ ×

○ × ※在宅支援は減算を適用除外

× × ※減算を適用除外

○ ○ ※年間30日を限度

重度障害者支援加算 Ⅰ

　　　　　　〃 Ⅱ

医療連携体制加算 Ⅰ

　　　　　　〃 Ⅱ

　　　　　　〃 Ⅲ

　　　　　　〃 Ⅳ

　　　　　　〃 Ⅴ

　　　　　　〃 Ⅵ

　　　　　　〃 Ⅶ

栄養士配置加算 Ⅰ

　　　　〃 Ⅱ

○ ○

○ ○

緊急短期入所受入加算 Ⅰ

　　　　　　〃 Ⅱ ○ ×

○ ×

特別重度支援加算 Ⅰ ○ ○

　　　　　　〃 Ⅱ ○ ○

送迎加算 Ⅰ ○ ×

　　　　　　〃 Ⅱ ○ ×

◎ ◎ ※届出のとおり

◎ ◎ ※届出のとおり

◎ ◎ ※届出のとおり

在宅支援通所支援

医療的ケア対応支援加算

医療型特定短期入所（宿泊を伴わない）を算定する対象者に対する支援に係る加算算定表

サービス提供職員欠如減算

定員超過利用減算

身体拘束廃止未実施減算

大規模減算

※　この算定表は通知日時点での取扱いです。今後、国や県からの通知によって取扱いが変わる可能性があります。

短期利用加算

単独型加算

重度障害児・障害者対応支援加算

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

福祉・介護職員処遇改善加算

福祉・介護職員処遇改善特別加算

定員超過特例加算

利用者負担上限額管理加算

食事提供体制加算

常勤看護職員等配置加算
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